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資料３ 

新たな交通労働災害防止対策のために必要な事項 

○ 対策の目的 
前 回 ま で

の議論 

○ 運転者の責任についても何らかの形で言及すべき。 

基本事項 詳細事項 ヒアリング結果等 ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 目的 

本対策は、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間

等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号。以下「改善

基準告示」という。）等とあいまって、事業場における交通労働災害

防止のための管理体制の確立等、適正な労働時間等の管理及び

走行管理、運転者に対する教育等、健康管理並びに交通労働災

害防止に対する意識の高揚等の積極的な推進により、交通労働災

害の防止を図ることを目的とする。 

 

○ 事業者及び運転者の責務 

労働者に自動車等の運転を行わせる事業者（以下「事業者」とい

う。）は、本対策を指針として、事業場における交通労働災害防止

対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害の防止に努

めるものとする。 

自動車の運転を行う労働者（以下「運転者」という。）は、交通労

働災害を防止するため、事業者の指示等の必要な事項を守るほ

か、事業者が実施する交通労働災害の防止に関する措置に協力

することにより、交通労働災害の防止に努めるものとする。 

 
 

 
○ 全般事項 

リーレット等を作成する際には、貨物輸送安全規則等他

省庁の法令で定められている事項がわかるような標記を

行う。 

○ 全般事項 
 貨物輸送安全規則等に定

められている事項とそうでな

い事項を分けて提示して欲し

い。（貨物運送業） 

参考資料 

 

交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 

第１ 目的 

  １ 目的 

 本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号。以下「改善基準告示」という。）等

とあいまって、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等、適正な労働時間等の管理及び走行管理、運転者に対する教育等、健康管理並

びに交通労働災害防止に対する意識の高揚等の積極的な推進により、交通労働災害の防止を図ることを目的とする。 
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○ 走行管理（走行計画関係） 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「負」の関連（事故等が発生しにくくなることとの関連）があったもの 

  ■ ・走行計画の「遵守」（OR（注）: 0.4-0.5 有意）（ほぼ毎回作成：60%、ほぼ毎回遵守：57%) 

  ■ ・走行計画の「休憩・仮眠時間の長さの定め」（OR: 0.5 有意傾向）（規定率：30%）  

  ■ ・「休憩時間が少なかった場合の事後措置」の措置数の増加（OR:1.0→0.48 有意） 

 （実施率：90%、理由聴取：71%、走行計画見直し:38%、翌日勤務緩和:63%)） 

② 事故等の発生に「正」の関連があったもの（走行管理関係）  

   ・「走行管理が困難」な理由の増（OR: 1.0→1.9 有意）  

▲・走行計画の「休憩・仮眠場所の定め」（OR: 2.4 有意傾向）（規定率：44% 

・「乗務実態の把握手段」の増加(OR:3.0 有意傾向) （参考）単変量解析で、「運転日報」による乗務の把握(OR:1.9 有意傾向) 

③ 走行計画作成率については、「主に区域（近距離）」(74%)の方が「主に路線（中長距離）」(62%)より低く、特に、「主に区域」の「５０人未満の事業場」において作成率

が低い。走行計画の遵守率については、「主に区域」（55%）の方が「主に路線」(67%)が高く、事業場規模で大きな差は見られない。 

④ 走行計画の作成が困難な理由は、「目的地・時間等が一定でない」、「道路状況等の変動が著しい」が突出して多く、両者とも、「主に路線」よりも「主に区域」の方が

多い。 

前 回 の 議

論のポイン

ト 

○ 「戸別配送」、「ルート配送」の表現については、注釈や説明が必要。 
○ 走行計画の変更の運転者と事務所の連絡について、中小規模の場合、事務所が２４時間対応可能とは限らないのでは。 
○ 中小でも、緊急連絡体制は必ずあるはず。ガイドラインで明記してもらえば、運転者も連絡しやすくなる。走行計画の変更については運転者任せになる嫌い

があるので、運転者から事務所に指示を仰ぐことを明記することはよいことだ。 
○ 運転者への連絡に電子メールを使用する場合、メールを読むのは停車中でなければならないことを明記すべき。 
○ 到着、荷積み等の作業の区切りごとに事務所に報告することが一般的なので、その時に連絡することでほとんど対応可能ではないか。 
○ 運行状況の把握方法について、タコグラフは、８トン以上の貨物自動車にのみ義務づけがある。また、アナログタコグラフである場合も多い。それ以外は付

けていないことが多い。ドライブレコーダについては、運行管理には基本的に使えないものが多い。また、国土交通省の認定は受けていないが、運行状況を

把握できる機器も販売されている。 
○ 走行計画の記載内容に、荷役作業の有無も記載すべき。 
○ 留意事項にある「カーナビを利用した走行計画作成支援システム」については、走行計画を運転者任せにする印象があるので、車載型カーナビではなく、事

務所で使用するものであることを明記すべき。 
○ 調査結果については、ポイントだけでも本文に盛り込むべきではないか。 
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基本事項 詳細事項 ヒアリング結果等 ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 走行計画に関する一般事項 
 走行計画は、走行中に柔軟に変更を可能とするように運用する

こと。 
 
 
 
 
 
○ 走行計画の作成及び走行計画に基づく走行の指示 

事業者は、運転者が乗務を開始する前に、次に掲げる事項を記載し

た走行計画を作成するともに、当該運転者に対し、適切な指示を行う

こと。 
① 走行の開始及び終了の地点及び日時 
② 運転者の拘束時間、運転時間及び休憩時間 
③ 運行に際して注意を要する箇所の位置（交通安全情報マップ） 
④ 荷役作業の有無と所要時間 
⑤ 走行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時の

目安（戸別配送先に対する貨物運送等、配送先が多数であり、か

つ毎回異なるため、走行経路を特定することが困難な貨物運送

（以下「戸別配送」という。）にあっては、作成する必要はない。） 
 
なお、走行計画の作成に当たっては、運転者の疲労による交通労

働災害を防止するため、改善基準告示等に基づき、無理のない適正

な運転時間等を設定した適正な走行計画を作成すること。 
 
○ 走行経路の決定 

走行経路の決定に当たっては、道路地図、過去の走行記録、各種

道路情報提供機関からの道路情報等を収集し、適切な走行経路を決

定すること。 
 

○ 交通安全情報マップ 
事業者は、運転に際して注意を要する箇所の位置、制限速度等交

通規制、休憩・仮眠・食事・給油等の場所等を地図等に盛り込んだ「交

通安全情報マップ」を作成し、運転手に配布する等により、これら情報

を運転手に適切に伝達することが望ましい。 

 
○ 走行計画の作成及びそれに基づく走行の指示 

走行計画に基づく走行を行うことと、交通労働災害が発生

しにくくなることについて、統計上有意な関連を認める調査結

果があることから、走行計画の適切な作成及びそれに基づく

走行を労働者に指示は、交通労働災害防止上重要である。 
 
 
 
○ 走行計画の作成 

 貨物運送にあたっては、配送先が比較的特定されて

おり、走行の経路を事前に計画できる運行形態のみ

ならず、戸別住宅に対する貨物運送等、配送先が多

数であり、かつ毎回異なる、いわゆる戸別配送といっ

た配送経路が特定しにくい運行形態があるため、業務

形態の違いにより、最低限定めるべき内容が異なるこ

と。 
 地図情報を用いた走行計画作成支援システム、ＧＰＳ

付きカーナビゲーションシステムを利用した遠隔走行

管理システムが実用化されており、活用可能であるこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 受け持ち地域を区割りし、

配っていく順番を記した書面

（順路帳）に従って配達を行

う。時間は口頭指示である。

「安全走行計画」を作成してい

る場合もある。（商業） 
 
○ 訪問先を明記したシフト表

を配布してあり、それに基づき

訪問していく。（保健衛生業） 
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○ 走行計画の変更 
事業者は、道路状況、荷主の依頼等により、走行中、作成された走

行計画に記載されている事項に変更を行う必要が生じた場合、走行計

画を変更すること。 
変更された走行計画の伝達は、運転手からの定時・中間報告時に

行う方法のほか、電子メールを運転手に送付し、自動車の停車時に読

ませる方法があること。 
なお、運転者に直接荷主から情報が入った場合は、運転者から事

業者に連絡し、走行計画の変更に関して指示を仰ぐこと。 
 

 
○ 乗務状況の把握 

事業者は、走行計画に基づく適切な走行管理を行うため、運行記録

計（タコグラフ）等により、常に運転者の乗務の状況を把握すること。 
なお、乗務実態の把握にあたっては、乗務の状況の適正な把握、運

転者の負担軽減のため、運行記録計（タコグラフ）を使用することが望

ましい。 
特に、デジタル式運行記録計（デジタル・タコグラフ）を備えた自動車

を使用する場合は、その記録を安全運転指導等に活用することが望ま

しい。 
 
○ 走行計画どおりに走行できなかった場合の措置 
  事業者は、走行計画が遵守されていなかったことを把握した場合、

運転者からの聴取、タコグラフの記録の解析等により、遵守できなかっ

た原因を把握し、それに基づき、必要な走行計画の見直し等を行うとと

もに、運転者の疲労回復に配慮すること。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 乗務実態の把握 

 乗務実態の把握にあっては、ＧＰＳ付きデジタルタコグ

ラフ等を活用し、遠隔から車両の運行状況を把握でき

るシステムの活用も考えられること。 

参考資料 

 

☆「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号）  
☆交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号）  
２ 適正な走行管理 
 （１）走行計画の策定 
  イ 走行経路の調査  運転者に自動車等を走行させる場合には、事前の調査、道路地図、過去の乗務記録、ラジオ等により、道路の状況、所要時間、交通規制、制

限速度、給油場所、途中点検場所、休憩・仮眠・食事等の場所、危険箇所、気象等の情報を集め、これらの情報に基づき、適切な走行経路を決定し、当該走行経
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路に適した自動車等を配置するとともに、運転者に対して安全な走行に必要な事項を示すこと。 
    なお、これらの情報等を地図又は案内図の中に盛り込んだ交通安全情報マップを作成し、運転者に配布する等により、これらの情報等を運転者に分かりやすく伝

えるよう努めること。 
  口 走行計画の作成  運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、改善基準告示等及びイの走行経路の調査に基づき、無理のない適正な運転時間等を設

定した適正な走行計画を作成すること。 
    なお、道路上以外の場所において、貨物自動車等を走行させる場合の作業計画の作成等の必要な措置については、労働安全衛生規則（以下「安衛則」」という。）

第１５１条の３から第１５１条の７までに規定されているので留意すること。 
 （２）乗務記録等による適正な走行管理 運転日報等の乗務記録により、常に運転者の乗務の実態を把握し、走行計画に基づく適正な走行管理を行うとともに、問題が

ある場合は速やかに改善すること。 
   なお、運行記録計（タコグラフ）を備えた自動車を使用する場合は、この記録に基づいて、適正な走行管理を行うとともに、これを安全運転指導等のための資料とし

て活用すること。  
 
☆貨物自動車運送事業輸送安全規則  
第８条（乗務等の記録） 第９条（運行記録計による記録） 
第９条の３（運行指示書による指示等） 

備考 

 

○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 走行管理（勤務条件関係） 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「負」の関連（事故等が発生しにくくなることとの関連）があったもの 
・「不規則な勤務」（OR: 2.2-2.7 有意*）、「夜間勤務」（有意傾向）  

②事故等の発生に「正」の関連（事故等が発生しやすくなることとの関連）があったもの（勤務条件関係） 
 ■ ・「１３時間以上の拘束時間の割合」の増加（OR: 1.0→2.2 有意）（遵守率：48%) 
 ■ ・「８時間以上の勤務間隔」（休息）の回数の減少（OR: 1.0→3.3 有意）（遵守率：86%） 
   ・「９時間以上の運転業務」 (OR:1.9) (遵守率:93% 有意傾向) 
② 平成７年の調査結果によると、走行計画が改善基準に従っていない理由としては、「納入時間の遵守」、「荷主の都合」、「道路渋滞」、「発注時間不定」が多くなって

いる。 
前 回 の 議

論のポイン

ト 

○ 効率的な走行の例示として使用されている高速道路の使用については、走行時間、燃費等からみれば効率的だが、金銭面からみれば効率的とはいえな

いのではないか。「適切な使用」についてもっと説明が必要。 
 

基本事項 詳細事項 ヒアリング結果等 ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 適正な労働時間等の管理 
事業者は、運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、改

善基準告示並びに平成元年３月１日付け基発第９２号「一般乗用旅客

自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及

び休息期間の特例について」及び同日付け基発第９３号「自動車運転

者の労働時間等の改善のための基準について」に定められている運

転者の労働時間等の改善のための基準の遵守を徹底すること。  
 

○ 効率的な走行 
事業者は、適切な労働時間等の管理のため、適切に高速道路を使

用するなど、効率的な走行管理に努めなければならない。 
  

 

○ 適正な労働時間等の管理 
 勤務と次の勤務の間の休息期間が 8 時間未満の場合

については、交通労働災害等が起こりやすくなることに

対して統計上有意な関連を認める疫学調査結果があ

ること。 

○ 出先に直行直帰する場合

もあり、労働時間の把握が難

しい場合もある。（保健衛生

業） 
○ 走行時間はせいぜい２時

間程度。（商業） 
○ 走行時間はまちまちだ

が、それほど長時間走ること

はない。（保健衛生業） 

参考資料 

 

☆「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号） 
☆交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 
１ 適正な労働時間等の管理 
  運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、改善基準告示並びに平成元年３月１日付け基発第９２号「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事す

る自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」及び同日付け基発第９３号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」に定められてい

る運転者の労働時間等の改善のための基準の遵守を徹底すること。  
☆貨物自動車運送事業輸送安全規則 第３条（過労運転の防止） 

備考 ○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
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 ×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 走行前点呼 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「負」の関連があったもの（睡眠関係） 
・「普段の睡眠時間」が「５時間以上」（OR: 0.3-0.4 有意） 
・「夜間走行中の仮眠」（OR: 0.2-0.5 有意）  

② 事故等の発生に「負」の関連があったもの（走行前点呼関係）    
・「走行前点呼項目」の増加（OR: 1.0→0.2 有意）（実施率：98%)    
・「点呼で不適当な状態を把握した場合の改善措置」の増加（OR: 1.0→0.3 有意） 
（実施率：88%）  

③ 事故等の発生に「正」の関連があったもの（睡眠関係） 
・「勤務前２４時間の総睡眠時間」が「６時間未満」（OR: 2.1-3.4 有意） 
・「不眠」の自覚（OR:2.1 有意) 

   ・「昼間の眠気の度合」の増加(OR:1.0→6.5 有意) 
④ 複数の海外文献において、運転前の睡眠時間と事故等の有意な関連が報告されている。 

⑤ 複数の海外文献において、睡眠不足の蓄積とラプス（視覚刺激に対して反応できなかった回数）の増加に関連が報告されている。 

前 回 の 議

論 

○ 「運転を禁止する」という強い表現でよいのか。実務上問題ないのか。 
○ 現状のガイドラインでも体調不良等の場合に運転を禁止することになっている。 
○ 著しく睡眠不足であることを判断する基準を数字で定めるのは難しいということか。 
○ 連続の徹夜等、あまりにも著しい睡眠不足の例を定めることは可能でかもしれないが、そうするとそれまではゆるされるのかという議論にもなる。睡眠不足

の累積については研究例も少なく、はっきりしない。外国では就床時間２時間という基準を定めている国はある。 
○ 「おそれの有無」の報告を受けるとのことだが、客観的な睡眠時間等を聞けばよいのではないか。本人がおそれがないと過小報告する可能性がある。 
○ 事業者は、おそれの有無を運転者から聴取した上で、睡眠不足の状況等も聞き取り、顔色などを見た上で運転に支障があるかどうかを判断することにな

る。疲労等については労働者の自己判断によらざるをえないところもあり、おそれを聞き取る必要はある。 
○ 運転を禁止するかどうかは総合的な判断であり、睡眠不足など一つの項目だけで判断できるものではないのではないか。 
○ 点呼の記録については、単に点呼を実施した事実を記録するのみならず、聴取した内容についても記載すべき。 
 

基本的事項 詳細事項  ガイドライ

ン等に盛り

込 む べ き

事項 

○ 点呼等の実施 
事業者は、安全な運転を実施させるため、運転者に乗務を

開始させる前に、点呼等により、疾病、疲労、睡眠不足の状

況、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができな

いことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録

すること。 
なお、点呼は対面によるものとするが、運行上やむを得な

○ 睡眠不足の影響 
 勤務前２４時間前の総睡眠時間が６時間未満であ

る場合、交通事故等が発生しやすくなることに統

計上有意な関連を認める調査結果がある。 
 また、睡眠不足が累積した場合、視覚刺激に対す

る反応ができなくなる回数（ラプス）が増加するこ

と、特に就床３時間程度を数日間連続した場合に

○ 配達に出発する時間がまちまちなた

め、点呼の実施は困難。（商業） 
○ 直行直帰のケースも多く、点呼の実施

は困難（保健衛生業） 
○ 一般の人が寝ている時間に活動するの

で、睡眠時間の確保は難しいかもしれな

い。（商業） 
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い場合は電話その他の方法で実施することができる。 
 
事業者は、走行前の点呼等において、体調の不調、著

しい睡眠不足の累積等安全な運転に支障がある状態と認

められる者に対しては、運転を禁止し、休養をとらせる等

の交通労働災害を防止するために必要な措置を講じるこ

と。 
 

 

ラプスが著しく増加することを認める複数の調査

結果がある。 
 このため、著しい睡眠不足の累積が確認された場

合は、運転を禁止し、必要な休息を明示すること

が必要であること。 
 
○ 点呼の記録 
 点呼の記録は、以下の事項を含むこと。 
① 点呼執行者名、② 運転者名、③ 運転者の乗務に

係る自動車の自動車登録番号等、④ 点呼日時、⑤ 点

呼方法（対面で実施できない場合は具体的方法）、⑥

運転者の疾病、疲労、睡眠不足、飲酒等の状況、⑦ 指

示事項、⑧その他必要な事項 
 

○ 寝坊してしまうとあわててしまうので、交

通事故を起こしやすい側面もあると思う。

（商業） 

参考資料 

 

☆交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号）  
２ 適正な走行管理  
（５）点呼等 

  安全な走行を確保限するため、走行前の点検等により、運転者の服装、履き物等の点検、体調のチェック等を行うこと。 
   なお、走行前の点検等において、体調が不調な者に対しては、運転を禁止し、休養をとらせる等の措置を講じること。  
☆貨物自動車運送事業輸送安全規則 第７条（点呼等） 

備考 

 

○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 荷役作業 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「正」の関連（事故等が発生しやすくなることとの関連）があったもの。 
・「荷役作業」をほぼ毎回実施（OR: 2.8 有意*） 

   ・「荷役作業（中程度以上の負荷）」の実施（有意傾向*)  
② 海外文献においても、荷役作業と疲労に関する調査は数少なく、明確な関連については明らかになっていない。 

前 回 の 議

論 

○ 荷役用具が何を意味しているのかわかりにくいので、例示を入れるべき。 
○ 休憩時間の確保については、荷役作業を行う場合は荷役を行わない場合よりも多めに与えるべきなのか検討すべき。 

基本的事項 詳細事項 ヒアリング結果等 ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 荷役作業に対する配慮 
事業者は、荷役作業を運転者に実施させる場合にあって

は、事前に荷役作業の有無、運搬物の重量等を確認するとと

もに、運転者の疲労に応じた十分な休憩時間の確保について

配慮すること。 
事業者は、事前に予定していない荷役作業を運転者に行

わせる場合は、走行計画に必要な変更を行うこと。 
 

荷役作業による運転者の身体負荷を減少させるため、台

車、テールゲートリフター等適切な荷役用具・設備の車両へ

の備え付け、安全な荷役作業方法についての教育を行うこ

と。 
 

○ 荷の適正な積載 
  貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、特に次の

事項を徹底すること。 
ア 最大積載量を超えないこと。 
イ 偏荷重が生じないように積載すること。 
ウ 荷崩れ又は荷の落下を防止するため、荷にロープ又は

シートをかける等の措置を講ずること。 
  なお、上記の事項については、安衛則第１５１条の１０及

び第１５１条の６６に規定されているので留意すること。 

○ 荷役作業に対する配慮 
 荷役作業をほぼ毎回実施することが、交通事故等

が発生しやすくなることに統計的に有意な関係が

あることを認める調査結果がある。 
 
 
 
 
 

 

参考資料 

 

☆交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 
２ 適正な走行管理 
（７）荷の適正な積載 
  貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、特に次の事項を徹底すること。 
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イ 最大積載量を超えないこと。 
口 偏荷重が生じないように積載すること。 
ハ 荷崩れ又は荷の落下を防止するため、荷にロープ又はシートをかける等の措置を講ずること。 

  なお、上記イからハまでの事項については、安衛則第１５１条の１０及び第１５１条の６６に規定されているので留意すること。 
☆労働安全衛生規則 

第１５１条の１０（荷の積載） 
第１５１条の６６（使用の制限） 

 
☆貨物自動車運送事業輸送安全規則 

第４条（過積載の防止） 
第５条（貨物の積載方法） 

備考 

 

○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 安全衛生教育 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「負」の関連（事故等が発生しにくくなることとの関連）があったもの。 

  ■ ・「運転者認定制度」の導入（OR: 0.1 有意*）（導入率：17%） 

    ・「運転者教育」の項目増（OR: 1.0→0.6 有意*） 

  ■ ・「安全走行指導」の「危険マップによる危険箇所の教示」（OR: 0.5 有意*）（実施率：38 %) 

② 事故等の発生に「正」の関連（事故等が発生しやすくなることとの関連）があったもの。 

    ・「教育に関する困難」項目の増加（OR: 1.0→2.0 有意*） 

    ・「１０～１９年のトラック運転歴」（OR: 1.8 有意*） 

    ・「一日に飲む酒量」の増加（OR: 1.0→22.3 有意*） 

  ▲ ・「安全走行指導」の実施数の増（有意傾向*）（実施率：94%) 

（参考）単変量解析で、「走行経路を具体的に指示」(OR:1.6 有意) 

 

前 回 の 議

論 

○ 「交通安全情報マップ」という用語について、定義や注釈を入れるべきである。 

○ タコグラフの正式名称は「運行記録計」である。 

○ 運転者認定制度については、大手事業者では普及しているが、中小ではあまり行われていない。中小でも実施できるように、場所等を提供するなど制度面での支

援はできないのか？ 

○ ガイドライン上は、運転者認定制度は導入が「望ましい」としているだけであるので、全ての事業場が実施する必要はない。 

基本的事項 詳細事項 ヒアリング結果等 ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 教育等の実施 
（１）雇入れ時等の教育 

 事業者は、新規雇入れ運転者に対して安衛法第５９条

第１項及び第２項の規定により行う雇入時教育等におい

て、次に掲げる事項を含む教育を行うとともに、必要に

応じて、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が

添乗することにより、実地に指導を行うこと。 

ア 交通法規、運転時の注意事項、走行前点検の励行

等の運転者が遵守すべき事項 

イ 改善基準の遵守、運転日前日の十分な睡眠時間確

保、睡眠時無呼吸症候群等の適切な治療、体調の維

持等の必要性に関する事項 

 

（２） 日常の教育 

 事業者は、運転者に対して、運転手の安全な運転を確

 ○ 新人教育の一環として、交通事故防止

についても教育している。（保健衛生業） 
○ 特定の者ばかり事故を起こす傾向があ

るので、そのような労働者に対して自動車

学校に通わせる等の講習を行うこともある。

（保健衛生業） 
○ 腰痛対策、感染症対策等は行っている

が、交通事故対策まではなかなか手が回ら

ない。（保健衛生業） 
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保するため、次に掲げる事項についての教育の実施又

は関係団体が実施する講習会への参加等により、運転

者に交通労働災害防止に関する知識を付与すること。 

ア 改善基準の遵守、運転日前日の十分な睡眠時間確

保、睡眠時無呼吸症候群等の適切な治療、体調の

維持等の必要性に関する事項 

イ 警察等からの交通事故発生情報、交通事故の危険

を感じた事例（ヒヤリ・ハット事例）、デジタル式運行

記録計の記録、ドライブレコーダーの記録等から判

明した安全走行に必要な情報に関する事項 

ウ イの情報に基づき、危険な箇所、注意事項等を示し

た交通安全情報マップに関する事項 

エ 交通労働災害に関する法令等の改正等、行政機関

からの情報 

（３）交通危険予知訓練 

 事業者は、運転者に対して、実際の運転場面を想定し

たイラストシート、写真等を用いて、運転者に、交通労働

災害の潜在的危険性を予知させ、その防止対策を立て

させることにより、安全を確保する能力を身につけさせる

交通危険予知訓練を継続的に行うことが望ましいこと。 

 

○ 運転者認定制度 

 事業者は、使用する自動車等の運転に必要な資格を

有する者のうち、運転適性に応じた一定の教育指導を

受けたもの、認定試験に合格したもの等に対して運転業

務を認める運転者認定制度を導入することが望ましい。

 なお、教育指導、認定試験の内容等については、各事

業場の実状に応じて定めること。 

 

参考資料 

 

交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 

第４ 教育及び運転者認定制度等 

１ 教育等 

（１）交通労働災害防止管理教育 
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 交通労働災害防止担当管理者等に対して、その職務、第２の１の（１）の交通労働災害防止のための規程の内容等について、教育を行うこと。 

（２）雇入れ時等の教育 

 新規雇入れ運転者に対して安衛法第５９条第１項の規定により行う雇入時教育において、交通法規の遵守、運転時の注意事項、走行前点検の励行等の運

転者が遵守すべき事項について教育を行うとともに、必要に応じて、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が添乗することにより、実地に指導を行うこ

と。 

 また、作業内容の変更により運転者となる者に対して安衛法第５９条第２項の規定により行う作業内容変更時教育においても、新規雇人れ運転者に対する

教育及び指導に準じた教育及び指導を行うこと。 

（３） 日常の教育 

 運転者に対して、交通法規の遵守、運転時の注意事項、走行前点検の励行等の運転者が遵守すべき事項について教育を行うこと。 

  また、運転者に、走行経験のない経路を走行させると 

きは、過去の乗務記録、道路地図等の情報を活用することにより、安全走行に必要な事項についての指導を行うこと。 

（４）交通危険予知訓練 

 実際の運転場面を想定したイラストシート、写真等を用いて、運転者に、交通労働災害の潜在的危険性を予知させ、その防止対策を立てさせることにより、

安全を確保する能力を身につけさせる交通危険予知訓練を継続的に行うことが望ましい。 

（５）安全運転指導員制度及び安全運転実技訓練 

 安全運転の徹底を図るため、一定の資格を有する者が添乗指導を行う等により運転者の指導を行う安全運転指導員制度を導入することが望ましい。 

 なお、安全運転指導員の資格要件、活動内容等については、各事業場の実情に応じて定めること。 

 また、安全運転の実技訓練を実施している機関を利用する等により、安全を確保する能力を身につけさせる安全運転技術訓練を行うことが望ましい。 

（６）交通労働災害防止講習会 

 交通労働災害の事例の研究、交通法規の再確認等の交通労働災害防止に関する内容をテーマとした講習会を開催し、又は関係団体が実施する講習会に

参加させる等により、運転者に交通労働災害防止に関する知識を付与すること。 

２ 運転者認定制度等 

（１）運転者認定制度 

 使用する自動車等の運転に必要な資格を有する者のうち、一定の教育指導を受けたもの、認定試験に合格したもの等に対してのみ運転業務を認める運転

者認定制度を導入することが望ましい。 

 なお、教育指導、認定試験の内容等については、各事業場の実状に応じて定めること。 

（２）運転適性検査 

 運転者の持つ生理的・心理的運転特性を把握するため、運転適性検査を実施している機関を利用する等により、運転適性検査を実施し、その結果を運転

者本入に通知するとともに、必要に応じ、その結果に基づき、安全な運転についての指導を行うことが望ましい。 

 なお、検査結果の取扱いについては、プライバシー保護の観点から、十分な注意が必要である。 

 

☆貨物自動車運送事業輸送安全規則 

第１０条（従業員に対する指導及び監督） 

備考 ○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
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 ×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 安全意識の高揚 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「負」の関連（事故等が発生しにくくなることとの関連）があったもの。 

   ・ 「災害防止への意識の高揚活動」の取組数の増（OR: 1.0→0.2 有意*）（実施率：94%) 

・ 「注意喚起活動」の取組数の増（OR: 1.0→0.4 有意*）（実施率：91%） 

■・ 「交通危険マップ」に基づく危険箇所の教示（OR: 0.5）(実施率：38%) 

② 事故等の発生に「正」の関連（事故等が発生しやすくなることとの関連）があったもの。 

●・「安全に対する会社の態度」が平均以下（OR: 0.4 有意*） 

前 回 の 議

論 

○ 特に意見なし。 

基本的事項 詳細事項  ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 交通労働災害防止に対する意識の高揚等  

・ 事業者は、ポスター又は標語の募集及び掲示、交通

労働災害の現場写真の掲示、表彰制度の設立、優良

運転者の公表、交通労働災害防止大会の開催等によ

り、運転者の交通労働災害防止に対する意識の高揚

を図ること。 

・ 事業者は、警察等からの交通事故発生情報、デジタ

ル式運行記録計・ドライブレコーダーの記録、交通事

故の危険を感じた事例（ヒヤリ・ハット事例）等に基づ

き、危険な箇所、注意事項等を示した交通安全情報

マップを作成し、配布、掲示等を行うことにより、運転

者の交通労働災害防止に対する注意の喚起を図るこ

と。 
 

 ○交通事故防止のポスターなどを団体で作

成している。（商業） 

参考資料 

 

交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 

第６ 交通労働災害防止に対する意識の高揚等 

１ 交通労働災害防止に対する意識の高揚 

 ポスター又は標語の募集及び掲示、交通労働災害の現場写真の掲示、表彰制度の設立、優良運転者の公表、交通労働災害防止大会の開催等により、運

転者の交通労働災害防止に対する意識の高揚を図ること。 

２ 交通危険マップの作成 

 交通事故の体験、交通事故の危険を感じた事例（ヒヤリ・ハット事例）等に基づき、危険な箇所、注意事項等を示した交通危険マップを作成し、配布、掲示等

を行うことにより、運転者の交通労働災害防止に対する注意の喚起を図ること。 

３ 一般の労働者に対する交通労働災害防止 
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 運転者以外の一般の労働者に対しても、関係行政機関等が実施する交通安全講習会等に積極的に参加させる等により、交通労働災害の防止に努めるこ

と。 

 

安全文化醸成のための方策等に関する調査研究報告書（平成１８年３月 中央労働災害防止協会） 

 以下のようなことが安全文化を醸成するために必要ということであると考える。 

① トップが安全衛生を重要視し（担当者まかせなどにせず）、社是や事業所の方針等を行い、自ら安全衛生に関する指示や発言を積極的に行うとともに、安全

衛生に関する人材・予算を確保する。 

② 安全衛生スタッフと現場の間の双方向の情報伝達等をよく行う。また、このこと等により、安全衛生スタッフが現場からよく協力を得られる。 

③ 職場内のコミュニケーションが良好である。 

④ 安全衛生に関し、事業所長、安全衛生スタッフ、現場が総合的に取り組む。その結果として、安全衛生管理体制がよく機能するとともに、様々な安全衛生活

動が積極的・効果的に行われ、現場は安全の確保と生産・業務効率との関係で安全の確保を優先する。 

 

備考 

 

○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 荷主・元請との関係 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「正」の関連（事故等が発生しやすくなることとの関連）があったもの。 

 ●・「荷主からの要求の受容度」が平均以上（OR: 2.4 有意*） 

 

前 回 の 議

論 

○ ペナルティ付与については柔軟に対応すべきとあるが、具体的にはどのように対応するのか。実際にペナルティはあるのか。 

○ 著しい場合では契約打ち切りもあると聞いているが、一般運送事業ではあまりない。製造業での特定輸送のケースではないか？ 

○ 正確な時間に到着できるという付加価値を値段に反映すればよいのではないか？ 

○ 事故を起こした場合、荷主を公表するという動きがあると聞く。最近は荷主の責任を明確にする方向で進んでいる。 

○ 他の文章は「事業者」を主語にしているが、ここだけは「荷主及び運送業の元請」を主語にして、責任の所在を明確化している。 

○  

基本的事項 詳細事項  ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 荷主及び元請に関する事項 
荷主及び運送業の元請は、次に掲げる事項等、交通労働

災害防止を考慮した適切かつ安全な運行の確保のため必要

な事項について、実際に荷を運搬する運輸業事業者と協働し

て取り組むよう努めること。 
 荷主側で、運送する貨物の量を増やすよう急な依頼

があった場合、適正な運行計画が確保され、過積載

運行にならないよう、関係者が協力して取組むこと。 

 到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業

者は改善基準告示を踏まえた安全運行が確保され

るよう到着時間の再設定、ルート変更等を行う。ま

た、到着時間の遅延に対するペナルティ付与にあた

っては柔軟に対応すること。 

 荷主・元請事業者は、実運送事業者に対して、改善

基準告示に違反し安全運行が確保できない可能性

が高い運行依頼は行わない。なお、無理な運行が予

見される場合、到着時間の見直し等を行うなど協力

して安全運行を確保すること。 

 荷主・元請事業者は、積込･荷卸し作業の遅延により

予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定

を行い、適正な運行計画を確保するための措置を講

ずるとともに、貨物車両が敷地内待機できる措置を

○ 荷主及び元請に関する事項 
 荷主及び元請は、交通労働災害防止のために必要な

事項の実施に当たっては、「安全運行パートナーシッ

プ・ガイドライン」（国土交通省作成）を参考とするこ

と。 

また、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガ

イドライン」（国土交通省）についても参考とすること。 
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講ずること。 

参考資料 

 

☆安全運行パートナーシップ・ガイドラインの概要（国土交通省委託事業） 

１． 荷主側で、運送する貨物の量を増やすよう急な依頼があった場合、適正な運行計画が確保され、過積載運行にならないよう、関係者が協力して取組む。 

２． 到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更等を行う。また、到着時間の遅延に対

するペナルティ付与にあたっては柔軟に対応する。 

３． 荷主・元請事業者は、実運送事業者に対して安全運行が確保できない可能性が高い運行依頼は行わない。なお、無理な運行が予見される場合、到着時

間の見直し等を行うなど協力して安全運行を確保する。 

４． 荷主・元請事業者は、積込･荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行い、適正な運行計画を確保するための措置を

講ずるとともに、貨物車両が敷地内待機できる措置を講ずる。 

５． 安全運行の確保に向け、協力して安全推進活動に取組むとともに、安全運行パートナーシップ・ルールとして各種課題について具体的な改善方策を取入

れてルール化する。 

６． 安全運行パートナーシップを確立するため、基本方針･目標の共有化、人材の育成･確保と実施体制の整備等を行う。 

 

☆国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン（国土交通省） 

備考 

 

○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ 安全管理体制等 
 

調 査 結 果

等 

① 事故等の発生に「負」の関連（事故等が発生しにくくなることの関連）があったもの。 

   ・平均以上の「安全に対する組織の関与」（OR:0.4 有意） 

■ ・「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入（有意傾向*）（導入率：17%） 

② その他 

労働災害防止規定（規定率:66%)、交通労働災害防止推進計画の策定（策定率：56%)、災害防止担当管理者の選任（選任率：84%）については、有意な関連が見いだせな

かった。 

前 回 に 議

論 

○ 管理者の例示として、安全管理者等が挙げられているが、運行管理者、安全運転管理者は入らないのか。 

○ 安全管理者と運行管理者は職務内容の広さが異なることが多く、別々の人間が指名されていることが多い。 

○ 管理者の例示については再検討する。 

○ 運転者に責務を明記すべきではないか。交通事故が起きた場合、道路交通法ではまず運転者が第一に責任を問われる。 

○ 労働者の責任よりも、職場体制の方が問題ではないか。 

○ 労働災害防止は事業者の責務であるが、運転者の責任も存在するので、冒頭の趣旨のところで言及するようにしたい。 

○  

基本的事項 詳細事項  ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 交通労働災害防止のための方針の表明、目標の設定及

び計画の作成、実施、評価及び改善 
 事業場全体の安全意識を高めるため、経営トップ

は、交通労働災害防止を重視し、安全衛生に関する

方針の表明を行うとともに、その意思疎通を図るた

め、方針を労働者に周知すること。 
 事業者は、安全衛生針に基づき、安全衛生目標を設定

し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を

明らかにするとともに、労働者に周知すること。 
 事業者は、安全衛生目標を達成するため、一定の期間

を限り、次に掲げる事項を含む安全衛生計画を作成す

るとともに、その計画を適切に実施、評価、改善するこ

と。 
ア 走行計画の作成及びそれに基づく走行管理、点呼

等の実施等、日常の活動に関する事項 
イ 安全意識の高揚のための活動の実施に関する事

項 
ウ 教育の内容及び実施時期に関する事項 
 

○ 交通労働災害防止のための方針の表明等の実施、

体制の構築に当たっては、「労働安全衛生マネジメン

トシステムガイドライン」を参考にすること。 

○ 店長や主任が管理を行うが、これらの

人も配達を行う場合もあり、店内にずっとい

るわけではない。（商業） 
○ 交通労働災害の担当者を決めていない

ところがほとんど。シフト管理の担当者はい

るが、顧客からキャンセル等があるため、シ

フト表の変更を絶えず行う必要があるため、

担当者は忙殺されている。（保健衛生業） 
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○ 交通労働災害防止のための管理体制の確立 
事業者は、交通労働災害防止のための措置を適切に実

施する体制を構築するため、次の事項を実施すること。 

ア 安全管理者、運行管理者、安全運転管理者等の交

通労働災害防止に関係する管理者の役割、責任及び

権限を定めるとともに、それらを労働者に周知するこ

と。 

イ 管理者を指名すること。 

ウ 管理者に対し、必要な教育を実施すること。 

 

○ 安全委員会等における調査審議 

 安全委員会等（安全委員会、衛生委員会、安全衛生

委員会等をいう。以下同じ。）において、交通労働災害

の防止に関する事項について調査審議すること。 

  また、安全委員会等の中に交通労働災害防止部会

を設置する等により、交通労働災害の防止について、特

に重点的に取り組むことが望ましい。 

 

○ 健康管理 

１ 健康診断 

（１）健康診断の実施 

 運転者に対し、健康診断を確実に実施するとともに、

その結果に基づき、健康状況を総合的に把握したうえ

で、保健指導等を行うこと。 

 なお、安衛法第６６条の規定により、雇入れ時及び１年

以内ごとに１回、定期に健康診断を行うことが義務付け

られており、特に、深夜業を含む業務等に従事する運転

者に対しては、６箇月以内ごとに１回、定期に健康診断

を行うことが義務付けられているので留意すること。 

（２）健康診断の結果に基づく措置 

 健康診断等で所見が認められた運転者に対しては、

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する

指針に基づき、適切な就業上の措置を講じること。 
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２ 面接指導等 

  長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対

しては、労働安全衛生法第６６条の８又は第６６条の９の

規定に基づき面接指導等を行うとともに、必要があると

認められるときは、労働時間の短縮等の適切な措置を

講ずること。 

３ 心身両面にわたる健康の保持増進 

 運転者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るた

め、事業場における健康の保持増進措置を継続的かつ

計画的に講じるように努めること。 

４ 運転時の疲労回復 

 運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、

運転者に対して、走行経路の途中において、適宜、肩、

腕及び腰部のストレッチング、体操等により、運転時の

疲労回復に努めるよう指導を行うこと。 

 
 

参考資料 

 

☆ 交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 

第２ 交通労働災害防止のための管理体制等 

１ 交通労働災害防止のための管理体制の確立 

（１）交通労働災害防止のための規定の作成 

 事業場における交通労働災害防止に対する取組の基本的事項を示すため、次の事項について交通労働災害防止のための規定を作成し、これを運転者に

周知すること。 

イ 管理体制 

ロ 管理者の職務 

ハ 運転者の遵守事項 

ニ 運転者に対する教育及び訓練の内容等 

（２）交通労働災害防止担当管理者の選任 

イ  交通労働災害防止を担当する管理者（以下「交通労働災害防止担当管理者」という。）を選任し、次の職務を行わせること。 

(ｲ) 本ガイドラインに示す交通労働災害防止推進計画の作成 

(ﾛ) 走行管理 

(ﾊ) 教育等の実施、意識の高揚等 

ロ  交通労働災害防止担当管理者を選任するに当たっては、その職務を遂行できる立場の者を選任し、その職務を行うために必要な権限を与えるとともに、
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必要に応じて、その職務を補助する者を選任すること。 

（３）安全委員会等における調査審議 

 安全委員会等（安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会等をいう。以下同じ。）において、交通労働災害の防止に関する事項について調査審議するこ

と。 

 なお、安全委員会及び衛生委員会等の調査審議事項については、労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）第１７条及び第１８条に規定されているので留

意すること。 

 この場合において、安全委員会等の委員として、交通労働災害防止担当管理者を指名すること。 

また、安全委員会等の中に交通労働災害防止部会を設置する等により、交通労働災害の防止について、特に重点的に取り組むことが望ましい。 

（４）交通労働災害防止のための管理体制の整備 

 交通労働災害を防止するための管理組織は、一般の安全衛生管理組織と一体的に運営されるよう整備し、一般の労働安全衛生管理の中で交通労働災害

防止に関する指導が徹底できる体制とすることが望ましい。 

２ 交通労働災害防止推進計画の作成 

 交通労働災害の防止を効果的に推進するため、安全委員会等で調査審議の上、次の事項について定める交通労働災害防止推進計画を作成すること。 

イ 過去の交通労働災害の発生状況等を考慮した具体的な目標 

口 基本的実施事項 

八 重点とする実施事項 

二 実施事項の実施時期又は実施期間 

ホ 実施責任者及び実施者 

 なお、定期的に、計画の達成状況、効果の有無等についての評価を行うことにより、効果的な対策の推進に努めること。 

 

第５ 健康管理 

１ 健康診断 

（１）健康診断の実施 

 運転者に対し、健康診断を確実に実施するとともに、その結果に基づき、健康状況を総合的に把握したうえで、保健指導等を行うこと。 

 なお、安衛法第６６条の規定により、雇入れ時及び１年以内ごとに１回、定期に健康診断を行うことが義務付けられており、特に、深夜業を含む業務等に従

事する運転者に対しては、６箇月以内ごとに１回、定期に健康診断を行うことが義務付けられているので留意すること。 

（２）健康診断の結果に基づく措置 

 健康診断等で所見が認められた運転者に対しては、必要に応じて診療を受けるよう指導するとともに、産業医等の意見に基づいて、運転の可否、安全運転

上留意すべき点等について指導する等適切な事後措置を講じること。 

２ 心身両面にわたる健康の保持増進 

 運転者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るため、事業場における健康の保持増進措置を継続的かつ計画的に講じるように努めること。 

３ 運転時の疲労回復 

 運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、運転者に対して、走行経路の途中において、適宜、肩、腕及び腰部のストレッチング、体操等により、運
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転時の疲労回復に努めるよう指導を行うこと。 

 

☆ 労働安全衛生規則 

第三条の二  法第十条第一項第五号 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。  

一  安全衛生に関する方針の表明に関すること。  

二  法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。  

三  安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 

 

☆ 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 

 

 （目的） 

第一条 この指針は、事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、労働災害の防止を図るとともに、

労働者の健康の増進及び快適な職場環境の 形成の促進を図り、もって事業場における安全衛生の水準の向上に資することを目的とする。 

 （安全衛生方針の表明） 

第五条 事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとする。 

２ 安全衛生方針は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。 

 一 労働災害の防止を図ること。 

 二 労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること。 

 三 法又はこれに基づく命令、事業場において定めた安全衛生に関する規程（以下「事業場安全衛生規程」という。）等を遵守すること。 

 四 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施すること。 

 （体制の整備） 

第七条 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。 

 一 システム各級管理者（事業場においてその事業の実施を統括管理する者及び生産・製造部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は

監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう。以下同じ。）の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の

関係者に周知させること。 

 ニ システム各級管理者を指名すること。 

 三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。 

 四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。 

 五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。 

 （安全衛生目標の設定） 

第十一条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとと

もに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。 

 一 前条第一項の規定による調査結果 

 二 過去の安全衛生目標の達成状況 

 （安全衛生計画の作成） 
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第十二条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するも

のとする。 

２ 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。 

 一 第十条第二項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項 

 二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項 

 三 安全衛生教育の内容及び実施時期に関する事項 

 四 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項 

 五 安全衛生計画の期間に関する事項 

 六 安全衛生計画の見直しに関する事項 

   

  

☆ 貨物自動車運送事業輸送安全規則 

第２条の５（安全管理規定の内容） 

第２条の７（安全統括管理者の選任及び解任） 

第１８条（運行管理者等の選任） 

第２０条（運行管理者の業務） 

第２１条（運行管理規程） 

 

☆ 安全運転管理者制度（警察庁） 

 

☆ 国土交通省自動車交通局作成リーフレット 

  「『睡眠時無呼吸症候群』」に注意しましょう！」 

備考 

 

○：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「負」の関連があった項目 
×：事故等の発生に対して有意又は有意傾向な「正」の関連があった項目 
△：単変量解析で有意な「負」の関連があった項目 
■：遵守率が低い事項 
▲：ガイドライン等の既存の記載内容に検討が必要な事項 
●：ガイドライン等に記載がない事項   
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○ その他 
 

基本的事項 詳細事項  ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 異常気象等の際の措置 

 異常な気象、天災等により安全な運転の確保に支障

が作じるおそれのある場合は、安全な運転の確保を図

るため、運転者に対する必要な指示を行うこと。 

 また、異常な気象、天災等が発生した場合は、その状

況を的確に把握し、運転者に対して迅速に伝達するよう

努めるとともに、必要に応じて、走行を中止し、又は安全

な場所での一時待機、徐行運転を行わせる等の適切な

指示を行うこと。 

   この場合、運転者には、適宜事業場と連絡をとらせ、

その指示に従わせること。 

 

○ 自動車の点検 

事業者は、自動車等の安全を確保するため、走行前

点検を実施し、当該点検により以上を認めた場合は、直

ちに補修その他必要な措置を講ずること。 

なお、貨物自動車を使用する場合の走行前点検及び

事後措置については、安衛則第１５１条の７５及び第１５

１条の７６に規定されているので留意すること。 

 

○ 自動車に装備する安全装置等 

事業者は、交通労働災害を未然に防止し、又は災害

発生時の被害を最小限に抑えるため、必要な安全装置

等を整備することが望ましい。 

また、応急修理に必要な備品等を備えておくこと。 
 

  

参考資料 

 

第３ 適正な労働時間等の管理及び走行管理 

２ 適正な走行管理 

（４）自動車の点検 

イ 走行前点検 
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 自動車等の安全を確保するため、走行前に行う自動車等の点検の具体的な実施方法等について実施要領を定め、当該実施要領に基づき、点検を行わ

せること。 

 また、当該点検により異常を認めた場合は、直ちに補修その他必要な措置を講じること。 

 なお、貨物自動車を使用する場合の走行前点検及び事後措置については、安衛則第１５１条の７５及び第１５１条の７６に規定されているので留意するこ

と。 

ロ 途中点検 

 長距離走行を行わせる場合は、走行経路の途中において、自動車等及び荷の状態について、点検を行わせること。 

 なお、この場合に、当該点検について走行計画に盛り込むこと。 

ハ 走行後点検 

 自動車等の安全を確保するため、走行後に行う自動車等の点検の具体的な実施方法等について実施要領を定め、当該実施要領に基づき、点検を行わ

せること。 

 なお、当該点検により異常を認めた場合は、補修その他必要な措置を講じること。 

（６）異常気象等の際の措置 

 異常な気象、天災等により安全な運転の確保に支障が作じるおそれのある場合は、安全な運転の確保を図るため、運転者に対する必要な指示を行うこと。 

 また、異常な気象、天災等が発生した場合は、その状況を的確に把握し、運転者に対して迅速に伝達するよう努めるとともに、必要に応じて、走行を中止

し、又は安全な場所での一時待機、徐行運転を行わせる等の適切な指示を行うこと。 

 この場合に、運転者には、適宜事業場と連絡をとらせ、その指示に従わせること。 

（８）自動車に装備する安全装置等 

 交通労働災害を未然に防止し、又は災害発生時の被害を最小限に抑えるため、自動車に、アンチロックブレーキシステム、エアーバッグ装置等の安全装置

等を整備することが望ましい。 

（９）応急用器具等 

 走行中に故障等が発生した場合の応急修理のため、車止め、ジャッキ、車輪脱着用スパナ、ドライバー、プライヤー、絶縁テープ、予備タイヤ、予備電球、予

備ヒューズ等の器具及び備品類を備えておくこと。 

 また、走行中に負傷等が発生した場合の応急手当のため、止血帯、ほう帯材料等の救急用具及び材料を備えておくこと。 

備考  
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○ 貨物運送業以外における対策の在り方 
 

調 査 結 果

等 

① 交通労働災害（死傷災害）が増加する中で、交通運輸・貨物取扱の比率が低下（H12 33.8% → H18 23.9%）し、商業、通信業、建設業等の割合が増加。死亡災害

については、運輸交通・貨物取扱の割合は４割程度で横ばい(H12: 37.5%→H18: 35.1%）。 

② 交通労働災害に係る重大災害は、増加傾向にある(H08: 120→H18: 143）が、建設業が約半数を占め、交通運輸・貨物取扱は 15%程度にすぎない。 

③ 現場への送迎、営業、訪問介護等のための移動等、運転を主たる業務としていないドライバーに、職業ドライバーに対する管理はなじまない。（走行管理、点呼等） 

商業、通信業の中でも、配送を主な業務とする者がいるなど、業種では区分できない。 

前 回 ま で

の議論 

○ 関係業界に対するヒアリング結果をふまえて再度検討すべき。 

基本事項 留意事項 論点 ガイドライ

ン等に盛り

込むことが

考えられる

事項 

○ 対象となる交通労働災害 
 本ガイドラインの対象とする交通労働災害は、道路上及び事業場

構内における自動車及び原動機付き自転車（以下「自動車等」とい

う。）の交通事故による労働災害とする。 

 

○ 走行計画及び点呼の実施についての考え方 

 走行計画の作成及びそれに基づく走行の指示については、改善

基準告示等の遵守等、一定以上の運転時間を前提にして、運転業

務による問題の改善を主たる目的としている。 

 また、点呼の実施及びその結果に基づく必要な措置については、

一定以上の運転時間を前提として、運転手の疾病、疲労、睡眠不

足の累積、飲酒その他の理由により、一定の時間、安全な運転を

継続できないおそれを事前に把握し、適切な措置を講ずることを主

たる目的としている。 

  このため、走行計画作成等及び点呼の実施等は、車種を問わ

ず、一定の時間以上運転することが見込まれる、運転業務に主とし

て従事している労働者の運転業務について実施する必要がある。 

ただし、運転業務を主たる業務としている労働者に係る運転業務

であっても、ハイヤー・タクシー業のように、走行を計画的に行うこと

ができない業態にあっては、走行計画の作成等を行う必要はない。

さらに、走行計画作成の前提となる改善基準の適用が四輪以上

の自動車に限られていることから、自動二輪車及び原動機付き自

転車には走行計画の作成等の必要はない。 

 

 
 
 
 
 
 

 
貨物自動車運送事業及び旅客自動車運送事業以外の業

種で、自動車の運転の業務に主として従事している労働者

の例としては、以下のものがある。 
① 通信業の配達用の自家用トラックの運転者 
② 製造業の製品配送用の自家用トラックの運転者 
③ 小売業の配達用の自家用トラックの運転者 
④ 旅館業等の送迎バス、スクールバスの運転者 
⑤ 広告宣伝車の運転者 
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○ 安全衛生教育等について 

 安全衛生教育の実施については、運転業務に主として従事して

いない労働者のみならず、幅広く実施する必要がある。 
 

論点 適用関係 
 トラック バス 

 
一般乗用車（ワ

ゴン車含む） 
自動二輪 

原付 
運転者 － ① ②（ハイヤー・

タクシー） 
－ 交通運 

輸業 
一般 ③ ③ ③ ③ 
運転者 ① － ① ② 陸上貨物 

運送業 一般 ③ ③ ③ ③ 
運転者 ① － ① ② 通信業 
一般 ③ ③ ③ ③ 
運転者 ① ① ① ② 建設業 

林業 
港湾 

一般 ③ ③ ③ ③ 

運転者 ① ① ① ② 製造業 
 一般 ③ ③ ③ ③ 

運転者 ① ① ① ② 商 業 そ の

他 
一般 ③ ③ ③ ③ 

注： 
 
運転者：自動車の運転の業務に主として従事している労働者 
一般：自動車の運転の業務に主として従事していない労働者 
 
① 走行計画、点呼、安全衛生教育、安全衛生意識高揚、荷主・元請、管理体制等を実施する。 
② 点呼、安全衛生教育、安全衛生意識高揚、荷主・元請、管理体制等を実施する。 
③  走行計画、点呼以外の措置を実施する。 
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参考資料 

 

交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月１８日基発第８３号） 

第１ 目的 

２ 本ガイドラインの対象とする交通労働災害 

 本ガイドラインの対象とする交通労働災害は、道路上及び事業場構内における自動車及び原動機付き自転車（以下「自動車等」という。）の交通事故による労

働災害とする。 

備考 

 

  

 

 


